
１ はじめに

国税については、納税者の一人一人が、自ら

税務署へ所得などの申告を行うことにより税額

を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら

納付する申告納税制度を原則としています。

申告された国税の納付手段としては、①金融

機関（日本銀行）や税務署（国税収納官吏）窓

口での金銭等による納付、②振替納税（口座振

替）による納付及び③インターネットバンキン

グ等を利用した電子納税などの方法があり、平

成20年１月からは、納税者の利便性の向上を図

る観点から、新たにコンビニエンスストア（以

下「コンビニ」という。）での納付を導入する

こととしています。納税者は、これらのいずれ

かの方法を選択して、法令に定める期限までに

申告した税額を納付することとなります。

本稿では、新たに導入する国税のコンビニ納

付を中心に、国税の納付手段の現状及び現在検

討している納付手段の今後の導入に向けた見通

し等について、説明を行います。

なお、文中の意見にわたる部分は個人的見解

であることをお断りしておきます。

２ 国税の納付手段の現状

⑴ 金銭等による納付

国税の納付方法については、全国約40,000

箇所の金融機関（日本銀行代理店等）や所轄

の国税局・税務署の窓口において、納付書に

金銭又は一定の有価証券を添えて納付するの

が原則であり、国税の納付件数の多くはこの

方法を利用したものとなっています。

金銭等で納付する場合、納税者は、納付場

所まで出向き、取扱窓口が開いている時間

（原則として金融機関の場合15時（郵便局は

16時）、税務署の場合17時まで）の中で納付

手続を行うこととなります。

⑵ 振替納税

申告所得税や個人事業者の消費税及び地方

消費税については、納税者が予め預貯金先金

融機関との間で口座振替契約を行い、税務署

長に対しては納付書送付依頼書を提出するこ

とで、預貯金口座からの引き落としにより納

税ができる振替納税（口座振替）を利用する

ことができます（図１参照）。

振替納税は、納税のために金融機関等へ出

向く必要がなく、納税額に見合う預貯金残高

を準備しておけば、振替納付日を失念してい
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ても自動的に納税が完了するなど便利で安全

な納付方法となっています。

税務署では期限内納付の推進を図るため、

振替納税の積極的な推進を図っており、平成

18年分の申告所得税確定申告分では、約６割

の納税者が利用し、平成18年分の個人事業者

の消費税及び地方消費税については、約８割

の納税者が利用しています。

振替納税については、納税者にとっての利

便性が高く、期限内納付の推進に寄与するも

のである一方、税務署では振替納税に係る事

務が増加し、また、本来の納期限後に振替納

税の口座引落し手続（国庫金勘定への振替）

を行う場合があることから、普遍的な納付手

段とせず、利用税目を申告所得税と個人事業

者の消費税及び地方消費税に限定しています。

⑶ 電子納税

電子納税は、国税電子申告・納税システム

（e-Tax）が提供するサービスの一つであり、

自宅や事務所に居ながらにして、インターネ

ットバンキング等を利用し、国税の納付を行

うものです。

この電子納税は、所得税や法人税をはじめ

全税目の利用が可能であり、納税のために金

融機関等へ出向く必要がなく、税務署や金融

機関の窓口が開いている時間に関係なく納税

が可能であるなど、納税者にとって大変便利

なものとなっています。

電子納税の導入は比 的新しく、平成16年

２月から名古屋国税局管内において先行導入

し、同年６月からは全国で運用を開始しまし

た。平成18年度（平18.4.1～平19.3.31）に

おける納付手続（納付に必要な諸手続の件数

を含む。）の利用件数は約21万件であり、平

成19年度においては、年度の途中である平成

19年10月31日現在で既に前年度の件数を上回

り、約32万件と大幅に増加しています。しか

しながら、電子納税の利用件数は、納付件数

全体から見るとまだまだ僅かなものであり、

今後一層の利用推進を図る必要があります。

国税庁では、この電子納税の利用拡大を図

る観点から、各金融機関に対し、納税者が電

子納税を行うために必要なペイジー（税金・

各種料金払込みサービス）に対応したインタ

ーネットバンキング、ATM 等の早期整備や

図１
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その利用拡大等について協力を要請している

ところです。

３ コンビニ納付の導入

国税のコンビニ納付については、平成19年度

税制改正において、国税通則法等の改正により、

国税庁長官の指定を受けた納付受託者（コンビ

ニ）に対して国税の納付を委託することができ

る制度が創設されたことを受け、平成20年１月

21日から、全国の国税局・税務署において運用

を開始します。

このコンビニ納付の導入により、納税者にと

っては、金融機関や税務署の窓口が開いていな

い夜間や休日においても納税手続が可能となる

ほか、従来の約40,000箇所の金融機関に加え、

新たに40,000箇所を超えるコンビニ店舗で国税

の納付手続が可能となるなど、納税者の利便性

の向上が図られることとなります。

また、コンビニ納付の導入は、納税者の利便

性が向上することから、国税の収納の確保にも

資するものであると考えています。

それでは、新たに導入するコンビニ納付の概

要について説明します。

⑴ コンビニ納付の仕組み

納税者は、税務署から交付（送付）された

バーコード付納付書と金銭を国税庁長官が指

定したコンビニ（納付受託者）に交付し、国

税の納付を委託します。

納税者から国税の納付の委託を受けたコン

ビニでは当該国税を、収納代行業者を介して、

法令で定める期限までに日本銀行代理店等に

納付するとともに、納付の委託を受けた情報

を当庁へ連絡することとなります（図２参

照）。
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なお、納税者からコンビニ（納付受託者）

が国税の納付の委託を受け、委託を受けたコ

ンビニが納付する仕組みとなっているのは、

現在、国税を収納できるのは、日本銀行（代

理店等を含む。）及び税務署等の職員（国税

収納官吏）に限られていることによります

（会計法第７条、国税通則法第34条）。

⑵ コンビニ納付の対象

国税のコンビニ納付は、納付金額を含む納

税に必要な情報を織り込んだバーコード付納

付書を使用する必要があります。このため、

申告等がなく納税額が確定していないものに

ついては、納付金額をバーコードに格納する

ことができないため、コンビニ納付の対象と

はなりません。

また、コンビニ納付が可能な金額を30万円

以下としていますが、これは各コンビニ間の

取決めによる取扱金額の上限金額に合わせた

ものです。

バーコード付納付書は、納付金額が30万円

以下で次のような場合に所轄の国税局・税務

署で発行することとなります。

ア 確定した税額を期限前に通知する場合

（所得税の予定納税等）

イ 督促・催告を行う場合（全税目）

ウ 賦課課税方式による場合（各種加算税）

エ 確定した税額について納税者から納付書

の発行依頼があった場合（全税目）

⑶ 納付受託者の指定等

納付受託者として国税の納付事務を取扱う

コンビニについては、国税庁長官が国税の納

付に関する事務を適正かつ確実に実施するこ

とができると認められるなど法令に定める要

件に適する者を指定することとされています。

今般、納付受託者の指定を受けて、国税の

納付を委託できるコンビニは次のとおりであ

り、その店舗数の合計は全国で40,000店舗を

超えています。

【利用可能なコンビニ】

am／pm、エブリワン、くらしハウス、ココ

ストア、コミュニティ・ストア、サークル

K、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、

セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セ

ブン－イレブン、デイリーヤマザキ、ファミ

リーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニス

トップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

４ その他の納付手段について

⑴ クレジットカード納付

現行の日本におけるクレジットカード決済

では、支払を受ける者（販売店等）が決済額

の一定率に相当する手数料を負担するのが一

般的となっています。国税については、納税

額が定額ではなく、少額から高額なものまで

様々なものがありますが、クレジットカード

で国税を納付する場合、現状では、こうした

納税額の一定率に相当する手数料を国が負担

することとなります。

この手数料の要素には、クレジットカード

会社が利用者から支払を受けるまでの間の金

利負担分や利用者に利益を還元するポイント

サービス等の費用負担分など、本来クレジッ

トカード利用者が負担すべき性格のものが大

きな部分を占めており、こうした性格の手数

料を国が負担することは適当でないと考えら

れます。

したがって、クレジットカード払いによる

納付については、現状ではその導入は困難で

あると考えられますが、納税者の利便性の向
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上に寄与するものであり、納税者負担を含め

た手数料負担の在り方等諸課題について、引

き続き検討を行うこととしています。

⑵ 電子納税に係る新収納方式の導入

電子納税については、国税庁の組織を挙げ

て、利用拡大に取り組んでいるところですが、

納税者からは、電子納税を利用しない理由と

して、インターネットバンキングの契約が必

要なことや法人がインターネットバンキング

を利用する場合は手数料負担が必要であるこ

と等が挙げられています。

そこで、当庁では、事前に金融機関と税務

署に届出をしておけば、電子申告等を行うだ

けで、指定した預貯金口座から即時に納税が

完了する電子納税の新たな収納方式の導入を

図ることとしています（図３参照）。

この収納方式では、インターネットバンキ

ングに係る契約や利用手数料が不要であり、

電子申告等の際に本方式を選択するだけで納

付が可能であるなど現行の電子納税にはない

利点があり、電子申告等が可能な税目（申告

所得税、法人税、消費税及び地方消費税、源

泉所得税など）であれば全て対象とすること

が可能となります。

５ おわりに

民間における決済手段の進展は著しく、本稿

において取り上げた決済手段以外にも電子マネ

ーなど様々な決済手段の利用が進んでいます。

国税の納付手段については、こうした民間にお

ける状況を踏まえつつ、納税者の利便性やコス

ト・ベネフィット等を勘案し、その多様化につ

いて検討を進めていく必要があります。

国税は、納税者が自ら申告し、申告した税額

を自ら納付する申告納税制度を原則としており、

この申告納税制度が円滑に機能するよう納税環

境の整備を図っていくことは、国の責務である

と考えられます。当庁では、納税者が自ら期限

までに納付する自主納付態勢を確立するべく、

今後も、納付手段の多様化に不断に取り組み、

納税しやすい環境の整備に努めていくこととし

ています。

図３
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